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    開 会 午後０時58分 

    ―――――――――――――― 
●おんむら健太郎委員長  ただいまから、総務

委員会を開会いたします。 

 報告事項は、特にございません。 

 それでは議事に入ります。 

 旧常盤小学校の公募提案型売却に関する地域住

民の意見・質問の収集結果について及び旧常盤小

学校跡地におけるインターナショナルスクール開

設の計画に関する陳情第253号から第281号まで、

第283号、第284号、第288号から第295号まで、第

299号から第302号まで、第308号から第346号ま

で、第348号、第350号、第354号から第359号まで

の90件を一括議題とし、資料に基づき、理事者か

ら説明を受けます。 

●小林都市計画部長  旧常盤小学校の跡活用に

関しまして、お手元の総務委員会配付資料に基づ

き、芸術の森地域における意見等の収集結果と、

それに対する札幌市及び優先交渉権者であるグ

ローバル・インディアン・エデュケーション株式

会社の回答につきまして、ご説明いたします。 

 なお、グローバル・インディアン・エデュケー

ション株式会社につきましては、これよりＧＩＥ

社と申し上げます。 

 それでは、資料１ページの１ 実施概要をご覧

ください。意見収集の目的について、ご説明いた

します。 

 昨年11月の総務委員会でお答えしたとおり、優

先交渉権者の決定後、公募の結果や提案された事

業計画について地域説明会で説明したところ、計

画に対する期待の声が寄せられる一方で、イン

ターナショナルスクールの立地に伴い、地域に住

む外国人が増え治安が悪化することなどを懸念す

る声が寄せられました。 

 また、ソーシャルメディア等で、本計画に関す

る不正確な情報が発信され、地域に漠然とした不

安や懸念が内在する状況となっておりました。 

 こうした状況を踏まえ、旧常盤小学校の跡活用

に関する正しい情報を提供するとともに、地域の

皆様が、具体的にどのような点に不安や懸念を抱

いているのか、あるいはどのような期待をお持ち

なのかなどを把握することを目的とし、このたび

の取組を実施いたしました。 

 実施期間は、令和７年12月１日から令和８年１

月９日までとし、配布範囲は芸術の森地区連合会

区域の全戸4,959世帯としております。 

 ご意見等は、返信用はがきから153世帯、ウェ

ブフォームから214世帯、合計367世帯からご提出

いただきました。 

 対象世帯に対する回答率は約7.4％となってお

ります。 

 ２ 意見数、内訳をご覧ください。 

 各世帯から複数のご意見等をいただいた結果、

提出いただいたご意見等の総数は1,247件となり

ました。 

 設問ごとの傾向を見ますと、設問１のＧＩＥ社

の事業計画に関する質問につきましては、教育内

容・制度・学校運営に関するものが最も多く寄せ

られました。 

 設問２の懸念や不安に感じることについては、

治安・防犯面への懸念や交通渋滞などに関するご

意見等をいただき、地域の皆様が生活環境の安

全・安心に対して、強い関心を持たれていること

が把握できました。 

 設問３の事業に期待することにつきましては、

地域活性化への期待や国際交流、地域住民との交

流などに関するご意見等をいただき、地域の将来

の発展や多様な文化に触れることへの期待の声を

把握できました。 

 設問４のその他の意見につきましては、アン

ケートの目的と手法への不信感や、事業撤退時の

リスク管理と資産の保全への懸念などがございま

した。 

 ３ 主な意見に対する札幌市及びＧＩＥ社の回

答をご覧ください。 

 このたびの意見収集では、非常に多くのご意見
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等をいただいておりますので、ここでは主なご質

問やご懸念に対する回答を抜粋してご説明いたし

ます。 

 まず、設問１ ＧＩＥ社の事業計画に関する質

問についてです。 

 （１）国籍の内訳とインド人学校という懸念に

ついてですが、ＧＩＥ社から、ワン・ワールド・

インターナショナル・スクールは特定の国籍や人

種に偏らない多文化共生を教育理念としており、

いわゆるインド人学校ではないこと、また、実際

に国内の既存校における生徒の国籍構成につきま

しては、２ページの上段の表をご覧ください。そ

の表のとおり、特定の外国籍に偏っていないとい

うこと、並びに札幌校においても、特定の国籍が

多数を占める計画にはなっていないことなどを回

答しております。 

 （３）寮・住居・不動産あっせんへの懸念につ

いてですが、ＧＩＥ社から、学校周辺に寮などを

建設する計画や、不動産あっせんの予定はないこ

となどを回答しております。 

 （４）地域の声への対応に関する要望について

ですが、ＧＩＥ社から、地域との継続的な対話の

場として、地域・札幌市・ＧＩＥ社の３者からな

る地域連携協議会（仮称）を設置し、施設運営や

防災対応等について、協議を行う予定であること

などを回答し、札幌市としてもこの協議会に参画

し、開校後もＧＩＥ社へ助言を行い、積極的に関

与していく考えであることを回答しております。 

 次に、設問２ 懸念や不安に感じることについ

てですが、設問２で多く寄せられた、治安や交通

など生活環境への不安についての回答でございま

す。 

 （１）治安が悪化するのではという懸念につい

てですが、札幌市から北海道警察との定期的な連

絡会議を通じて、地域の安全対策やパトロールの

強化について要望・協議することなどを回答して

おります。 

 ３ページをご覧ください。 

 （３）路線バスへの影響に対する懸念につい

て、及び（４）周辺道路の渋滞に対する懸念につ

いてですが、ＧＩＥ社から、スクールバスなどの

通学体制を整えることや周辺道路への影響を極力

与えない対策を取ることなどを回答しておりま

す。 

 次に、設問３ 事業に期待することについてで

す。設問３では、期待の声も数多く寄せられてお

ります。 

 （１）地域の活性化と発展への期待について及

び（２）地域の活性化と世代間交流への期待につ

いてですが、札幌市から、ＧＩＥ社から提案され

ているグラウンドの地域開放など、地域貢献に資

する取組について回答しており、札幌市としても

こうした取組を通じて、地域ににぎわいなどが生

まれ、活性化につながるよう支援していくことな

どを回答しております。 

 ４ページをご覧ください。 

 （４）避難場所としての期待についてですが、

札幌市から、ＧＩＥ社から提案されている災害発

生時に体育館等を地域に開放することなどの取組

について回答しており、札幌市としてもＧＩＥ社

と協議の上、避難所の指定及び運営について検討

していくことを回答しております。 

 最後に、設問４ その他の意見についてです。 

 （１）アンケートの目的と手法への不信につい

てですが、札幌市から、今回の意見収集の目的は

事業の賛否を問うものではなく、ＧＩＥ社の提案

内容に対し、地域の皆様がどのような点に不安や

懸念を抱いているのかを把握し、今後の協議や運

営ルールの策定に生かすことを目的としているこ

となどを回答しております。 

 （２）事業撤退時のリスク管理と資産の保全へ

の懸念についてですが、札幌市から、売却契約に

おいて、10年間の買戻し特約があることなどを回

答しております。 

 ５ページをご覧ください。 

 （４）移民政策・外国人受入れへの反対につい



総 務 委 員 会 

- 13 - 

てですが、札幌市から、本事業は就労目的の移民

受入れ促進を目的としたものではないこと、地域

と対話を重ね、地域コミュニティの維持・向上に

つながる場と緊急時の避難場所を条件に公募提案

型売却を行ったものであること、などを回答して

おります。 

 ６ページ、４ 今後の対応をご覧ください。 

 今回お寄せいただいた全てのご意見及びその回

答につきましては、５月中に札幌市の公式ホーム

ページにて公表するとともに、芸術の森地区連合

会の地域の皆様に対しまして、回答の概要等を記

載したニュースレターを全戸に配布いたします。 

 今後も地域の皆様に真摯に向き合いながら、旧

常盤小学校の跡活用が地域の新たな活力となるよ

う取り組んでまいります。 

●おんむら健太郎委員長  質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

●藤田稔人委員  私から、旧常盤小学校の跡活

用に係る陳情について、３点ほど質問させていた

だきます。 

 まず、意見収集の結果を踏まえた今後の対応に

ついて伺います。 

 前回の総務委員会では我が会派から、公募提案

に係る審査状況をはじめ、事業計画に対して地域

から寄せられている治安などに関する不安の声

や、地域に対する丁寧な対応の必要性について、

多角的に確認させていただいております。 

 先ほど理事者から、地域に対する意見収集の取

組とその結果について説明をいただいております

が、前回の委員会で我が会派から、地域への情報

提供と情報収集の徹底を求めていたところであ

り、丁寧な対応を行ったことについては一定の評

価をしたいと考えております。 

 そこで、まず質問ですが、今回の意見収集の結

果を踏まえ、札幌市として、今後どのように対応

するのか、お伺いさせていただきます。 

●小林都市計画部長  意見収集の結果を踏まえ

た今後の対応について、お答えいたします。 

 今回の常盤地区における意見収集の取組では、

多岐にわたる懸念や不安の声の一方で、事業への

期待の声も多く寄せられております。地域の声に

ついて、詳細に把握できたと考えております。 

 多岐にわたる懸念や不安につきましては、ＧＩ

Ｅ社及び札幌市の具体的な対応を広く地域に周知

していくことで理解を深めていけると認識してお

りますが、今後も正確な情報発信など、丁寧な対

応を継続してまいります。 

 また、多く寄せられていた常盤地区の活性化や

国際交流などについて期待する声については、Ｇ

ＩＥ社と連携して実現したいと考えており、札幌

市としては契約に向けて交渉を進めてまいりたい

と考えております。 

●藤田稔人委員  札幌市としては、契約に向け

て交渉を進めていくと、また、不安の声に対して

は正確な情報発信など、丁寧な対応を継続してい

くということでございました。 

 では、具体的な教育内容について、２点質問し

たいと思います。 

 まず１点目は、ＧＩＥ社が開校を目指すイン

ターナショナルスクールの教育プログラムに関し

てであります。 

 我が会派ではこれまで札幌市のＧＸ・ＡＩや金

融・資産運用特区の取組推進に向けた海外の高度

人材・関連企業の呼び込み、そして国際社会で活

躍できる自立した人材の育成のためには、国際バ

カロレア認定校などの教育環境整備の必要性を再

三にわたり強く主張してきたところでございま

す。 

 札幌市では、平成27年度に札幌開成高校を開成

中等教育学校に改編し、平成29年３月に公立の中

等教育学校では国内で初めて国際バカロレア認定

校となるなど、先進的な取組を進めてきておりま

す。こうした国際バカロレア等の教育は、社会の

状況の変化に合わせた対応が可能な人材の育成に

寄与するものと考えております。 

 また、令和６年度本市議会が実施した海外視察
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において、ロンドンの金融関係者等と意見交換し

た際にも、海外の高度人材を誘致するためには世

界トップ100大学に入学できるようなレベルの高

い教育環境の整備が求められていると聞いてきて

おります。 

 そこで質問ですが、今回札幌に進出するＧＩＥ

社が提供を予定している教育プログラムは具体的

にどのようなものか、改めてその特徴や強みにつ

いて詳しく伺いたいと考えております。 

●小林都市計画部長  ＧＩＥ社が提供予定の教

育プログラムとその特徴についてお答えいたしま

す。 

 ＧＩＥ社のカリキュラムは、生徒自らが問いを

立て、考え、答えを探究する探究型学習を基盤と

しており、授業を通じて、協働的に学ぶ姿勢や創

造性、批判的思考力を育成し、変化の激しい社会

において主体的に行動できる力を養うことを目指

すものでございます。 

 また、英語に自信がない生徒でも、英語のみで

行われる授業に積極的に参加できるよう、サポー

トプログラムも提供されると聞いております。 

 ＧＩＥ社としては、今後国際的な教育カリキュ

ラムである、国際バカロレア・ディプロマプログ

ラムの認定を取得するための申請を予定してお

り、世界基準の質の高い教育環境を提供する計画

となっております。 

●藤田稔人委員  同校の教育プログラムが単な

る英語による教育にとどまらず、世界に通用する

グローバル人材の育成に資する内容であるという

ことでございました。 

 これからの時代は変化が激しく、正解のない課

題に向き合う力が求められております。だからこ

そ自ら問いを立て、深く考え、対話しながら課題

の本質に迫っていく探究的な学びは、札幌市の教

育の方向性とも合致しており、本市のさらなる発

展に向けて非常に重要であると改めて感じたとこ

ろでございます。 

 一方で、地域から寄せられた意見の中には、イ

ンターナショナルスクールへの期待の声があるの

と同時に、インターナショナルスクールであって

も日本文化の教育も必要ではないか、日本の生活

文化や慣習を知り、ルールを大切にしてほしいと

いった意見も少なからず寄せられております。地

域の声のとおり、日本に学校を開設する以上、日

本の文化やマナーを学ぶことは必要不可欠でござ

います。 

 そこで質問ですが、こうした日本文化の教育や

生活マナーの指導を求める地域の声に対して、今

後どのように対応していくのかお伺いいたしま

す。 

●小林都市計画部長  生活マナーなどの教育も

必要という意見に対する対応についてお答えいた

します。 

 ＧＩＥ社の取組は、必修科目として日本の国語

教科書を使用した授業を導入し、日本語の学習を

行うとともに、文化や歴史、礼儀作法などについ

ても指導するカリキュラムであると聞いておりま

す。 

 生活マナーの面についても、ごみの分別や騒

音、交通ルールなど、日本独自の生活習慣につい

て、生徒はもとより保護者、教職員へも定期的に

周知すると聞いております。 

 また、札幌市としても日本の生活ルール等を紹

介する生活オリエンテーションを実施しているこ

とから、この取組の活用を促すなど生活マナーが

守られるよう、ＧＩＥ社に働きかけてまいりたい

と考えております。 

●藤田稔人委員  札幌市としても日本の生活

ルール等を紹介する生活オリエンテーションを実

施していくということでございましたので、継続

して、ぜひしっかりと連携を取っていただきたい

と考えております。 

 昨年、我が会派の中で有志でありますけれど

も、国内でも屈指の国際バカロレア認定校である

立命館宇治中学校・高等学校にも視察をしており

まして、そこでも未来のグローバルリーダーの育
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成を掲げており、帰国生や留学生など、異なる背

景を持つ生徒たちが日常的に交わる環境の中で、

なぜを突き詰める探究学習を実践しているところ

を拝見してまいりました。多面的な視点と倫理観

を持ち、世界平和や社会の発展に貢献できる人材

を育てることを目標に、すばらしい成果を上げて

いるというのをじかに見てまいりました。 

 本事業におきましても、海外の高度人材の子ど

もたちの教育の受け皿となり、またこの常盤の地

から、そうした真のグローバル人材が多数輩出さ

れることを大いに期待するところでございます。

そして、そのためにも日本の文化や社会のルー

ル、道徳を学ぶことは極めて重要でありますし、

併せて地域に根差した学校になってほしいと思っ

ております。 

 日本文化の習得やマナーの徹底については決し

て事業者任せにすることなく、市としてもしっか

りと指導・監督をしていただくことを求めさせて

いただきます。 

●篠原すみれ委員  私からも何点か質問いたし

ます。 

 前回の総務委員会において、我が会派からはＧ

Ｘ施策の推進の観点から、インターナショナルス

クールの必要性や、その誘致活動の進捗状況など

について確認いたしました。また、その際には、

この事業に対する札幌市の考えが地域としっかり

共有されること、それから積極的に情報提供がな

されることを要望したところです。 

 先ほどの理事者からの説明の中では、芸術の森

地区への全戸配布で、この事業に関する正しい情

報を地域に届け、意見収集を行ったところ、不安

や懸念だけではなく、常盤地区の活性化や学校施

設の地域への開放、避難場所の確保など、この事

業に対する高い期待の声も多く寄せられていると

のことでした。 

 常盤小学校の跡活用の取組は長年にわたって地

域の方々との議論が重ねられており、かねてから

スポーツの場として利用できることに期待する声

は多くあり、また近隣の芸術の森などの地域資源

を生かした取組に期待する声も多くあったと伺っ

ております。 

 このような地域の声が実現するよう、今回のグ

ローバル・インディアン・エデュケーション株式

会社、以下ＧＩＥ社からの提案を通じて、芸術の

森地区の発展や活性化につながっていくことを大

いに期待しているところです。 

 そこで質問ですが、地域の活性化に向けて、Ｇ

ＩＥ社から具体的にどのような提案があり、どの

ような効果が期待できるのか伺います。 

●小林都市計画部長  ＧＩＥ社からの提案、地

域の活性化の効果についてお答えいたします。 

 ＧＩＥ社の計画では、地域の方へグラウンドや

体育館を開放することや、学校主催のイベントに

参加してもらうことなどの取組に加えて、地域の

児童・生徒も参加できる英語学習の特別プログラ

ムなどの国際的な学習機会を提供することや、札

幌市立大学や芸術の森美術館等と連携した取組を

行うことも提案されております。 

 また雇用創出の取組として、施設の清掃員や用

務員、スクールバスの運転手について、地域の方

を採用する考えも示されております。 

 札幌市としては、これらの提案が実現すること

で、文化芸術が根づくエリアとしての魅力が高ま

り、また、地域の雇用促進などが期待できること

から、芸術の森地区の活性化に大きく寄与するも

のと考えております。 

●篠原すみれ委員  今回の提案が施設の開放や

周辺の地域資源との連携、また地域雇用の創出な

どを通じて常盤地区の活性化に大きく寄与するも

のであることは理解いたしました。 

 常盤地区の方々は近隣で働きたいという思いが

ある方もいらっしゃると伺っております。そのよ

うな声にも耳を傾けていただき、その思いが実現

することを願うところです。 

 次に、公募条件の一つにあった、緊急時の避難

場所の確保について伺います。 
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 芸術の森地区は南北に細長く、市街地が形成さ

れているため、本市の指定避難所である芸術の森

小学校からは離れたところに住んでいる住民も一

定数いらっしゃいます。 

 本市は、地域の方々と芸術の森地区学校跡活用

検討会議を開催し、そこで公募条件について議論

を重ねてきましたが、この検討会議の中で、避難

場所としての活用を強く望む声があり、公募条件

に定めているものと承知しております。 

 さらに、今回の全戸配布により収集した意見の

中にも、避難場所の確保を要望する声が多く寄せ

られております。 

 そこで質問ですが、地域からの要望である避難

場所の確保について、どのように応えているのか

伺います。 

●小林都市計画部長  緊急時の避難場所の確保

についてお答えいたします。 

 ＧＩＥ社からは、災害発生時における体育館等

の地域の皆様への開放に加え、地域で使用する防

災用品を学校内に保管することや、避難場所の開

設及び運営に関する学校職員向けのマニュアルの

整備といった、緊急時の具体的な対応体制を構築

していくことが提案されております。 

 これらの提案を踏まえ、札幌市としては、緊急

時に避難場所として使用できるよう、ＧＩＥ社と

の協議を進めてまいりたいと考えております。 

●篠原すみれ委員  本市としてもＧＩＥ社と協

議を行い、避難場所としての詳細を詰めていきた

いということでした。 

 今回のＧＩＥ社からの提案が実現すると常盤地

区が活性化し、また地域の防災力も高まると思い

ますので、これらの取組が着実に実行されるよ

う、本市も積極的に関与して取り組んでいくこと

を求めておきます。 

 これらの期待や要望にしっかりと応えていくた

めには、地域の方々とＧＩＥ社が、開校後も継続

的にコミュニケーションを取れる場が不可欠では

ないかと考えます。 

 ＧＩＥ社からは、地域の声を収集するためのみ

んなの声ポストの設置や、地域の方々との対話の

場となる地域連携協議会の設置が提案されている

とのことですが、これらがきちんと機能すること

で、地域と共に歩んでいく施設になっていくので

はないでしょうか。 

 そこで次の質問ですが、ＧＩＥ社からの提案に

ある地域連携協議会について、具体的にどのよう

な役割を担うものか、また本市はどう関わるのか

伺います。 

●小林都市計画部長  地域連携協議会の役割に

ついて、また、札幌市の関わりについてお答えい

たします。 

 地域連携協議会は、地域の方々・ＧＩＥ社・札

幌市の三者で構成する会議体で、学校からの情報

や地域からの要望等の声を共有し、検討・協議す

る役割を担うものでございます。 

 具体的には、学校施設運営の状況報告や、みん

なの声ポストに届けられたご意見の対応の検討、

地域の皆様に参加いただけるようなイベントの企

画、防災対策などについて、継続的に話し合う場

としていく考えでございます。 

 札幌市としても、都市計画部、国際部、その他

必要に応じて関係部署の職員が地域連携協議会の

メンバーに加わり、テーマに応じて適切な提案や

助言を行うことで、地域とＧＩＥ社との潤滑油と

しての役割を果たし、地域の活性化を支えてまい

る考えでございます。 

●篠原すみれ委員  ただいまの答弁で、潤滑油

としての役割を果たしていきたいということを理

解いたしました。 

 意見収集で示された懸念や期待、また地域の

様々な考え方を丁寧に受け止めて、それぞれの考

えを融和させていくことが不可欠です。そのた

め、地域連携協議会が形骸化することなく、対話

と合意形成を重ねながら、地域の安全・安心に資

する取組を進め、地域の発展や活性化に取り組ま

れることを求めて、私からの質問を終わります。 
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●福田浩太郎委員  私からも何点かお尋ねをさ

せていただきたいと思います。 

 最初に、ＧＩＥ社からの提案内容について再度

確認をさせていただきたいと思いますが、前回の

総務委員会における陳情審査におきまして、札幌

市から、インターナショナルスクールはＧＸ関連

産業等の強化・集積に向けた高度人材の受入れ

や、金融系企業をはじめとした海外企業誘致を進

めていくために、駐在員のお子さんの教育環境の

整備として必要であるという認識が示されたとこ

ろでございます。 

 また、冒頭の理事者の説明のとおり、全戸配布

による意見収集の結果、不安も含め、地域から

様々な意見が寄せられているところでございま

す。 

 我が会派としては、ＧＩＥ社の提案が教育カリ

キュラムや地域貢献など、昨年の委員会でも確認

させていただきましたが、非常にすばらしい内容

となっているという評価をしつつも、札幌市の政

策目的にかなっているのか、また地域の不安の声

にどう対応していくのかを改めて確認させていた

だきたいと思います。 

 そこでまず、今回提案されておりますＧＩＥ社

のインターナショナルスクールは、実際のとこ

ろ、高度人材の受入れや海外企業誘致を進めると

いう目的にかなったものとなっているのか、市の

認識をお尋ねいたします。 

●烝野国際部長  ＧＩＥ社からの提案内容が札

幌市の目的にかなっているのかとのご質問につい

てお答えいたします。 

 札幌市が国から指定された北海道・札幌ＧⅩ／

ＡＩ金融・資産運用特区の推進に向け、海外から

の高度人材などが家族を帯同し、安心して暮らす

ためには、帰国後もスムーズに各国の教育課程に

戻ることができるインターナショナルスクールが

必要であると認識しております。 

 ＧＩＥ社の母体でありますグローバル・スクー

ル・グループはシンガポールに本部を置き、世界

11か国で64のキャンパスを展開し、約４万5,000

人以上の生徒が在籍するなど、国際教育の分野で

20年以上の安定した経営実績を有しております。 

 さらに今回の計画では、質の高い教育を担う教

員の確保については同社の世界的なネットワーク

を最大限に生かし、学歴や指導歴だけではなく、

前職からの推薦状など人間性も重視した上で、世

界各国から優秀な人材を採用する計画となってお

ります。 

 そして、未就学児から高校３年生相当までの一

貫した教育を提供し、国際基準のカリキュラムに

より、国内外の大学への進路選択を可能としてい

ることから、海外より赴任される高度人材のニー

ズに応えるものと考えているところでございま

す。 

 こうした確かな実績や教育プログラムを持つ質

の高い教育環境を提供するスクールの開校は、駐

在員の教育ニーズにしっかりと応えるものであ

り、高度人材の受入れや海外企業誘致を進めると

いう目的に十分にかなったものであると認識して

おります。 

●福田浩太郎委員  改めて確認をいたしました

けれども、ただいまの答弁で、実績とネットワー

クのあるＧＩＥ社からの提案が、本市が進める高

度人材の受入れなどの目的にかなったものである

ということは承知いたしました。着実な事業の実

現を期待したいと考えるところでございます。 

 ただ、一方で、全戸配布の意見収集の結果を見

ますと、外国人が増えることで治安が悪化するの

ではないかといった声や、さらには学校周辺に外

国人の居住区が形成されるのではないか、また、

外国人労働者が多数集まるのではないかといっ

た、生活環境の変化に対する懸念や漠然とした不

安が寄せられていると承知をしております。生活

環境が変化をするかもしれないということに不安

を感じる気持ちはよく理解できます。 

 ただ、インターナショナルスクールを拒絶する

ことで解消するのではなくて、地域で暮らす方、
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地域で事業を営む方、誰もがお互いを尊重し合

い、共に安全・安心に暮らせる、秩序ある地域社

会を実現していくことが重要であると、私どもは

考えるところでございます。そのためには、今回

の寄せられた地域の声に真摯に耳を傾けて、今後

の取組に生かし、札幌市としても不安払拭に向け

て、事業者と共に対応していくことが求められて

いると考えるところでございます。 

 そこで質問ですが、意見収集の結果として多く

寄せられた、治安や防犯面などに対する地域の不

安に対し、今後どのように対応していくのかお尋

ねをいたします。 

●小林都市計画部長  治安や防犯面に関する地

域の不安への対応についてお答えいたします。 

 このたびの意見収集において、学校と併せて地

域に移民が多数来るのではないかといった不安の

声や、外国人による犯罪が増えるのではないかと

いった治安の悪化を懸念する声が多く寄せられま

した。こうした不安や懸念の多くは正しい情報が

伝わっていないことに起因すると考えられること

から、まずは正確な情報発信を続けてまいりたい

と考えております。 

 また、ＧＩＥ社としては、学校に通う児童・生

徒に対し、ルールやマナーの指導を行うととも

に、万が一、児童・生徒や学校関係者が地域に迷

惑行為を起こした場合には厳しく対応することと

しております。 

 その上で、札幌市としても必要に応じて、地域

パトロールの強化などについて北海道警察とも連

携しながら、安全・安心な環境づくりに取り組ん

でいく考えでございます。 

●福田浩太郎委員  治安や防犯面への懸念、そ

してマナーの違いによる不安への対策などについ

て、さらには必要に応じて警察とも連携しなが

ら、安全な環境づくりに努めていく方針であると

いうことを確認させていただきました。 

 次に、同じく意見収集結果において多く寄せら

れておりました、交通への影響に対する不安につ

いてもお尋ねをしたいと思います。 

 具体的には、送迎車両による国道453号線での

交通渋滞や、バスの乗客が増えることによる路線

バスの混雑などに対し、不安や懸念の声が多数寄

せられているところであります。 

 こうした交通への影響に関する地域の不安に対

し、今後どのように対応していくのか、お尋ねい

たします。 

●小林都市計画部長  交通への影響に関する地

域の不安への対応についてお答えいたします。 

 ＧＩＥ社では、既存の路線バスに負担をかけな

いよう、スクールバスや保護者の送迎を基本とし

た通学体制を整えることとしております。そのた

め、敷地内に車両の待機及び乗降スペースを整備

し、路上での乗降や待機を禁止し、周辺道路への

影響を極力与えない運用を徹底する計画でござい

ます。加えて、交通誘導員の配置や学年別の時差

通学の導入、冬道の運転にも習熟したスクールバ

スの運転手の採用ということも検討しておりま

す。 

 札幌市としては事業者のこうした取組をサポー

トし、必要に応じて北海道警察など、関係機関と

も連携し、対策を講じてまいりたいと考えており

ます。 

●福田浩太郎委員  お答えによりますと、専用

スクールバスの運行、また保護者の送迎について

は敷地内に待機・乗降スペースを設置するという

こと、そして路上での乗降や待機を禁止するとい

うことでございました。さらには交通誘導員の配

置など、様々に注意をするということでありまし

た。 

 ただ、保護者の送迎が多くなることが考えられ

ます。その場合、学校と道路の間の敷地がそれほ

ど広くないところであります。また、この学校の

先には交差点がございます。国道453号、道道341

号に抜ける車も一定の交通量がある状況でありま

して、こうしたことから、事故防止と渋滞対策に

は十分に対策を講じる必要があるということを申
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し上げまして、私から質問を終わります。 

●太田秀子委員  私からも３点質問させていた

だきます。最初の説明のところで、随分詳しく説

明もあったなと思っているんですけれども、改め

て聞きたいと思います。 

 前回の委員会で、陳情が継続審査となった背景

には、事業者による説明会が混乱したということ

もありましたが、そこで市として地域へ丁寧な説

明を実施していく必要があるという共通の課題感

があったと認識をしています。 

 全戸配布による意見収集では、地域の方から不

安や懸念の声、あるいは将来への期待など、非常

に多くの意見が寄せられたと承知しています。こ

のたび、地域意見の中には、長年親しまれた小学

校を民間企業に売却すること自体への抵抗感もあ

るのか、やはり売却ではなく、リース契約などの

貸付けにして、市が土地を保有し続けるべきだと

いう声も上がっていました。 

 札幌市として、なぜリース方式ではなく売却と

いう手法を選択したのか、その理由を改めて明確

に示す必要があるのではないかと考えます。 

 また、売却した場合のもう一つの大きな懸念

が、将来の転売や事業撤退のリスクです。 

 地域では、万が一事業が継続できなかった場合

に土地が第三者に転売され、全く違う用途で使わ

れてしまうのではないかという強い不安を抱かれ

ているのだと思います。 

 そこで伺いますが、転売のリスクなどが懸念さ

れている中、売却で進める理由、また事業の履行

の確保について、どのように考えているのかを伺

います。 

●小林都市計画部長  売却で進める理由と事業

の履行についてお答えいたします。 

 １点目の売却で進める理由についてであります

が、札幌市では、市有建築物の資産管理基本方針

におきまして、行政目的で使用しない施設や土地

は売却処分により財源の確保に努めることを定め

ております。 

 また、地域の方と跡活用検討会議で議論を重ね

た結果、地域貢献活動を必須条件とした上で公募

により土地・建物を売却することで、地域の要望

に応えられることが確認できました。さらにリー

ス方式では、札幌市が土地・建物の維持費を負担

し続ける必要があることから、以上を総合的に勘

案し、旧常盤小学校は売却することが妥当である

と判断したものでございます。 

 ２点目の事業の履行の確保についてですが、Ｇ

ＩＥ社からは長期的な計画で教育事業を行う提案

がなされ、また公募提案審査委員会における審査

の中でも、財務安定性・事業継続性・管理運営等

に必要十分な能力を有すると評価されておりま

す。 

 また、札幌市では、提案された事業が計画どお

りに行われるよう、売買契約において、引渡しか

ら10年間の用途指定期間を設定し、違反の際には

市が土地と建物を買い戻すことができる特約を定

めております。 

 札幌市としては、こうしたことを踏まえ、転売

等のリスクは低く、事業が将来にわたり計画どお

り着実に履行されるものと判断したものでござい

ます。 

●太田秀子委員  跡活用の議論の中でも、やは

り学校がなくなることの不安ですとか、先ほどの

質疑にありましたけれども、避難所がなくなるこ

との不安なども出ていましたので、そういう議論

の中で、こういう措置になったんだということだ

と思います。 

 さらに、続いて伺いますけど、意見の中には、

広大な土地と立派な建物があるにもかかわらず、

最低売却価格が2,220万円というのは安過ぎるの

ではないかと、市民の財産が安値で売却されるの

ではないかといった、価格の妥当性に対する疑問

の声も出ておりました。 

 公有財産の売却については、価格設定が誰の目

にも公正で透明性の高いものでなければなりませ

ん。住民や市民は詳細な経緯や理由が分かりませ



総 務 委 員 会 

- 20 - 

んから、情報がない、もしくは届かない場合、誤

解や不信感を招くことになりますので、適正であ

るならば、客観的な根拠を説明する必要があると

考えます。 

 そこで伺いますが、旧常盤小学校の公募におけ

る最低売却価格はどのように設定されたのか、そ

の根拠について伺います。 

●小林都市計画部長  最低売却価格の設定根拠

についてお答えいたします。 

 最低売却価格は、札幌市が不動産鑑定士に依頼

し算出されており、土地及び建物の価格に立地環

境や市場性等を考慮した上で、適正に設定されて

おります。 

 旧常盤小学校の売却価格は、規模が非常に大き

く購買力のあるものが限られることや、活用に当

たり大規模な改修工事の必要性があることなどの

条件も勘案の上、算定されております。 

 また、事業者の公募は過去３回行っております

が、その都度不動産鑑定を行っており、応募の

あった３回目の不動産鑑定の際には直近の地価や

建物の劣化状況などが反映され、2,220万円と算

出されております。 

●太田秀子委員  建物は壊して造り直さなけれ

ばいけないということも条件に入っているんだ

よ、ということだったかと思いますけれども、今

伺った答弁は、意見収集をして寄せられた声に応

えるものでしたけれども、開校前の一過性のもの

にしないことが大事だと思うんです。こういう情

報をお届けしていくことが大事だと思うんです。

開校後も、地域・学校ともに新たな課題と感じる

ことは、当然起こり得ることだと思うんです。事

業者には地域との信頼を築いていく努力をしてい

ただきたいと考えますし、その場合、札幌市とし

ても地域の声に対して真摯な対応が問われると思

います。これらは、意見を寄せていただいた住民

はもちろんのことですけれど、芸術の森地域全体

に共有されるべきではないかと考えます。 

 その際、ホームページでの公開などにとどめ

ず、正確な情報にアクセスできるような丁寧な情

報発信と周知が求められるのではないでしょう

か。 

 そこで最後の質問ですが、札幌市は今後どのよ

うに地域の理解を深めていくお考えなのか伺いま

す。 

●小林都市計画部長  地域の理解を深めるため

の今後の対応についてお答えいたします。 

 冒頭にご説明したとおり、５月中に札幌市公式

ホームページにて回答を公表するとともに、芸術

の森地区の皆様へニュースレターを全戸配布し、

情報提供を行います。 

 また、芸術の森地区連合会と旧常盤小学校があ

る常盤一区町内会に対しましては、意見収集の結

果及び回答内容を直接説明し、意見や要望をお聞

きする予定でございます。 

 さらに、今後も札幌市に寄せられる意見等に対

しては様々な媒体を通じて情報発信し、丁寧な説

明に努めるとともに、地域連携協議会などの場に

おいても意見交換などをしながら、地域の理解を

深めてまいりたいと考えております。 

●太田秀子委員  全戸配布のニュースレターな

どでお知らせするということでした。町内の役員

をされている方たちなどには直接説明して、意見

や要望も聞くということでありました。その町内

の役員をやっている方たちは、やはり町内の皆さ

んの声なども拾っておいていただいて、そして皆

さんと直接お話をするというのができたらいいな

と今、思ったところです。 

 やはりこれまでと違うことや違うものには、特

に当事者である住民には不安がつきまとうことは

当然であります。このたび、住民の意見収集に

よって、その不安がどのようなことなのか、改め

て明らかとなりました。 

 これから回答内容を地域の皆さんにお知らせす

ることになります。大事なことは、事業者・地

域・札幌市が、生活習慣の違いによるトラブルは

今後もあるだろうという認識を共有し、大人たち
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が学び合い、話し合いながら解決していく姿を、

このインターナショナルスクールに入学する子ど

もだけではなくて、広く地域の子どもたちに見せ

ていけたら、そういう大人の姿を見せていけたら

多文化共生の考え方が育まれて、いいまちづくり

の経験になると思うんです。 

 ですから、ぜひ札幌市には、そのための積極的

な役割を果たしていただきたいということを最後

に求めて、質問を終わります。 

●坂元みちたか委員  私は、昨年度も総務委員

会に所属しておりましたので、本日は昨年の続き

ですね、一つだけお伺いしたいと思います。 

 内容といたしましては、ＧＩＥ社の現在の契約

に向けた意向であります。 

 前回の委員会では、地域の反対意見がある中で

の事業者の今後の選択肢について伺ったところ、

札幌市としては、反対意見はあるが事業を始め

る、あるいは撤退するの２択ではなく、地域に丁

寧な説明を尽くし、経営に向けて交渉していくべ

きなんだという認識が示されたわけであります。 

 その後、12月から１月にかけて、全戸配布によ

る地域住民の意見収集が行われ、地域からは期待

がある一方で、やはり様々な不安や懸念も寄せら

れております。市としてはＧＩＥ社を優先交渉権

者に選定しているので、地域の理解を深める取組

を行うことは理解するところであります。 

 一方、事業者としては、この意見収集の結果を

踏まえて、地元に反対意見があるから辞退する、

または反対意見はあるが理解促進を図り開校する

の２択になるかと思います。 

 そこで質問でございますけれども、そうした地

域の声を受けた上でのＧＩＥ社の現在の契約に向

けた、現時点での意向はどのようになっているか

お伺いいたします。 

●小林都市計画部長  ＧＩＥ社の現在の契約に

向けた意向についてお答えいたします。 

 ＧＩＥ社には、このたびの意見収集で地域の皆

様からいただいた質問や意見につきまして、全て

共有しているところでございますが、本事業を進

める意向に現在も変わりはないことを確認してお

ります。 

 札幌市は、同社が地域の理解を深めながら事業

を実施していただけるものと考えており、円滑に

事業が進むよう支えていく考えでございます。 

●坂元みちたか委員  ＧＩＥ社の意向は変わっ

ていないということで理解いたしました。 

 一つ、最後に指摘をさせていただきたいと思い

ます。 

 本日配付をされました、恐らく傍聴人の方のと

ころにもあるのかなと思うんですが、資料の５

ページ目の４番ですね、移民政策・外国人受入れ

への反対についてということに市が回答しており

ます。 

 本事業は、就労目的の移民受入れ促進を目的と

したものではありません。これが市の考えである

わけでありますけれども、いまだ恐らくこの事業

に関して誤解がある、この事業を進めることに

よってたくさんの移民がやってくる、たくさんの

外国人労働者がやってくる、こういった誤解がま

だ解けてないように感ずるところであります。 

 多文化共生というものを今、札幌市は推し進め

ておりますが、理念はすばらしいけれども、やは

りやっていくと大変なことがたくさんあるという

のが、今回の事案で証明されたんじゃないかなと

思います。 

 移民が来るかもしれない、外国人労働者が来る

かもしれないといったところで、市民はこういう

反応する。今回分かったものを、今後の市政の展

開には十分生かしていただきたいなと、１点指摘

して、私の質問を終了いたします。 

●米倉みな子委員  私からも質問いたします。 

 昨年11月26日の総務委員会において、旧常盤小

学校の跡活用について、地域コミュニティーの維

持・向上につながる場と緊急時の避難場所を条件

に公募提案型売却を行うこととしたという説明が

ありました。 
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 これまで芸術の森地区学校跡活用検討会議で

は、体育館やグラウンドを地域コミュニティの拠

点として残すことや緊急時の避難場所を確保する

ことなど、旧常盤小の跡活用を通じた地域貢献に

ついて議論がなされてきたと聞いています。 

 一方、昨年９月に実施された地域説明会以降、

治安が悪くなるのではないかなどといったネガ

ティブな情報がＳＮＳで流れたり、議会にイン

ターナショナルスクールの設置に反対する陳情が

多数提出されるなどしていることから、地域の皆

さんがどういう思いでいらっしゃるのか、スクー

ル新設に対して不安を感じていないかなど、地域

住民への影響が非常に気になるところです。 

 そこで質問ですが、町内会の役員の方やＰＴＡ

の方など、地域の皆さんが跡活用について議論を

続けてきて、このたびの懸念や不安の声を受け、

地域が望んできた跡活用の取組の意向に変化があ

るのかどうか、札幌市の認識について伺います。 

●小林都市計画部長  跡活用に対する地域の意

向の変化について、お答えいたします。 

 旧常盤小学校の跡活用については令和２年か

ら、地域の代表者やＰＴＡ役員等で構成される芸

術の森地区学校跡活用検討会議において、地域コ

ミュニティへの貢献や避難場所の確保といった活

用条件について協議を重ねてまいりました。ＧＩ

Ｅ社が優先交渉権者に決定した際、同検討会議に

事業計画の説明を行いましたが、計画に反対する

意見はございませんでした。 

 その後、９月に地域説明会が実施され、以降

ソーシャルメディア等で様々な情報が発信され、

インターナショナルスクールの設置に反対する陳

情等が寄せられたところでございますが、跡活用

検討会議のメンバーからは引き続き事業に期待す

る声が寄せられており、当初の意向に変化はない

ものと認識しております。 

●米倉みな子委員  地域の皆さんの思いについ

ての札幌市の認識をお聞きしました。ぜひ地域の

期待に応えるインターナショナルスクールになっ

ていくことを、私も希望いたします。 

 次の質問です。 

 2024年３月に策定された札幌市多文化共生・国

際交流基本方針の策定過程で、その課題や在り方

を検討するため、市民ワークショップを開催して

いますが、その中で、日本人は特にアジアやＡＳ

ＥＡＮ諸国の外国人への差別意識を持っていると

感じているという声がありました。今回の全戸配

布の意見収集結果でも、受け入れていいのは先進

国の白人だけや、中国人が増えることは困る、ア

ジア系が中心であることがネックといった、外国

人差別とも取れる意見が散見されました。日本人

も同じアジア系で、ヨーロッパなどではまだまだ

差別意識が根強いという話を聞きます。アジア人

特有の細い目をやゆしたフィンランドの国会議員

の投稿も問題になりました。国籍や見た目による

差別や偏見は許されないと考えます。 

 近年は札幌市内においても外国人が就労し、家

族が市立学校に通うなど、外国人が身近に増えて

いる現状があります。私が住んでいる地域でも、

外国人の方、子どもたちをよく見かけます。彼ら

と言語や文化、生活習慣が異なることは当然であ

り、理解し尊重し合うことにより、お互い住みや

すいまちをつくっていくことが重要と考えます。 

 世界中の多様な人々と共に生きていく国際都市

さっぽろを実現するためには、様々な意見や考え

方があることを踏まえて、ＧＩＥ社が地域に溶け

込んで、皆にとってプラスとなるような事業を進

めていくことが必要と考えます。 

 そこで質問ですが、今後、地域とＧＩＥ社が相

互理解を深め、共にまちづくりを進めていけるよ

う、札幌市はどのように取り組んでいくのか伺い

ます。 

●小林都市計画部長  地域とＧＩＥ社が相互理

解を深め、共にまちづくりを進めるための対応に

ついてお答えいたします。 

 ＧＩＥ社は、学校が主催するお祭りや地域の小

中学校との学校間交流など、地域の方々が参加で



総 務 委 員 会 

- 23 - 

きる交流イベントを計画しており、一方、地域か

らは学校祭・音楽祭などの学校行事に招待してほ

しい、地域の子どもたちに国際交流の機会を提供

してほしいといった多様な文化との交流等を望む

声も寄せられております。 

 札幌市としては、このような機会がお互いを理

解し合うためのよいきっかけになると考えてお

り、こうした提案や要望が実現するように、地域

連携協議会に積極的に関わり、両者が理解を深め

合いながら、長期にわたって地域に根差した取組

が継続できるよう支えてまいる考えでございま

す。 

●米倉みな子委員  最後に要望を述べさせてい

ただきます。 

 私が子どもの頃、小学校が地域の中心的存在

だったと記憶しています。近年は子どもが減少

し、学校も統廃合などで閉校が相次ぎ、地域のコ

ミュニティの形成が難しくなっていると聞いてい

ます。 

 昨年９月のＧＩＥ社主催の説明会では、将来的

に外国人が増え、ごみ出しなどのルールが守られ

ないかもしれないという不安の声もありました

が、日本人同士でも起こり得る課題であり、コ

ミュニティーとして話合いで解決できると考えま

す。 

 核家族が多数の日本社会において、子どもと保

護者のことを地域の住民みんなで見守り、一緒に

共生社会をつくっていく、そんなモデル地区に

なってほしいと考えます。 

 他者への思いやりを忘れず、国際的な視野を

持った子どもたちを育てていくために本市も尽力

していただくことを要望して、私の質問を終わり

ます。 

●おんむら健太郎委員長  ほかに質疑はござい

ませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●おんむら健太郎委員長  なければ質疑を終了

いたします。 

 ここで陳情 90 件の取扱いについて、お諮りい

たします。 

 取扱いはいかがいたしますか。 

 （「採決」と呼ぶ者あり） 

●おんむら健太郎委員長  それでは陳情 90 件

は、本日結論を出すことにご異議ございません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●おんむら健太郎委員長  異議なしと認め、陳

情90件は本日結論を出すことといたします。 

 それでは討論を行います。 

 討論はございませんか。 

●藤田稔人委員  本委員会に付託されておりま

す、旧常盤小学校跡地におけるインターナショナ

ルスクール開設にかかる陳情につきまして、自由

民主党議員会所属委員を代表して討論いたしま

す。 

 本件につきまして、我が会派は、地域から寄せ

られている治安などに関する不安の声に対し、札

幌市は今後も正確な情報発信など、丁寧な対応を

継続していくことを確認いたしました。 

 そして、インターナショナルスクールの教育内

容について、ＧＩＥ社のカリキュラムは、生徒自

らが問いを立て、考え、答えを探究する探究型学

習を基盤としており、今後国際的な教育カリキュ

ラムである国際バカロレア・ディプロマプログラ

ムの認定を取得するための申請を予定していると

のことでございました。これは札幌開成中等教育

学校と同等の教育内容であり、なおかつ札幌市の

教育の方向性とも合致しているものであり、この

ようなハイスペックな人材を育成できる学校が本

市に増えることは、ＧＸ・ＡＩや金融・資産運用

特区の推進に向けた海外の高度人材・関連企業の

呼び込みといった取組につながると期待されてお

ります。 

 また、ＧＩＥ社が日本語の学習を行うとともに

日本の文化や歴史、礼儀作法などについても指導

し、生活面においても、ごみの分別や騒音、交通
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ルールなどの日本独自の生活習慣についても周知

するとのことで、特段の問題はないと認識してお

ります。 

 したがって、本陳情につきましては不採択とす

べきと考えます。 

●篠原すみれ委員  私は民主市民連合を代表し

て、旧常盤小学校跡地におけるインターナショナ

ルスクール開設の計画に関する陳情 90 件につい

て、不採択の立場で討論いたします。 

 我が会派はさきの質疑でも述べたとおり、これ

までもＧＸ施策の推進の観点から、インターナ

ショナルスクールの必要性や、その誘致活動の進

捗状況などを確認してまいりました。 

 また、この事業に対する札幌市の考えが地域と

しっかり共有されること、そして積極的に情報提

供がなされることを要望してきたところでもあり

ます。 

 今回の意見収集において、地域からは常盤地区

の活性化や学校施設の地域への開放、避難場所の

確保など、この事業に対する高い期待の声も多く

寄せられていることが分かりました。 

 私からの質疑の中でも、本市がこれからも地域

連携協議会のメンバーとして地域とＧＩＥ社の潤

滑油としての役割を果たし、地域の活性化を支え

ていくということも分かりました。 

 我が会派としても、本事業を通じて地域住民か

らの要望である地域の安全・安心の向上、地域の

発展や活性化を実現していくことが重要と考えま

す。 

 よって、本陳情は不採択とすべきと申し上げ、

討論を終わります。 

●福田浩太郎委員  私は公明党議員会を代表

し、旧常盤小学校の跡活用にかかる陳情に対する

討論を行います。 

 本陳情は、この跡地における外国資本系イン

ターナショナルスクール建設計画の中止を求める

ものであります。しかし、本件は札幌市の将来の

発展及び地域社会の維持・活性化の観点から、重

要な事業であると考えます。 

 それは、第一に本事業の政策的必要性でありま

す。札幌市は現在、ＧＸ関連産業の強化・集積

や、金融系企業をはじめとした海外企業の誘致を

強力に進めようとしています。これらの政策を成

功させるには、高度な専門知識を持つ外国人材

や、その家族の受入れ環境、特に子どもの教育環

境の整備が不可欠であります。今回提案されてい

るＧＩＥ社のインターナショナルスクールは、市

の政策目的を満たすものであり、その教育カリ

キュラムや地域貢献策も優れた内容であると評価

できます。 

 第二に地域住民の不安に対する対応についてで

あります。全戸配布による意見収集の結果、交通

渋滞やバスの混雑、また治安・防犯面での懸念と

いった声が寄せられていることは承知をしており

ます。しかし、これらの生活環境の変化に対する

不安は、学校設置を拒絶することで解消するので

はなく、適切なルールに基づき、事業者・行政・

地域が共に解決していくべき課題だと考えます。 

 交通面においては、国道453号線の渋滞対策や

路線バスの混雑緩和に向け、事業者と共に確実な

対策を講じることが求められます。 

 治安・防犯面においては、警察との連携や、誰

もがお互いを尊重し合い、安全に暮らせる秩序あ

る地域社会の構築を目指すべきであります。 

 札幌市には、今回寄せられた地域の真摯な声に

耳を傾け、不安を払拭するためのきめ細かで確実

な対応を行う責任があります。事業者による地域

貢献と、行政による適切な管理・支援の両輪が機

能することで、旧常盤小学校の跡地は地域住民に

とっても誇れる場所になると期待しております。 

 以上のとおり、本事業を着実に進めることこそ

が本市の利益に資すると判断し、本陳情について

は不採択とすべきであると申し上げ、私の討論を

終わります。 

●太田秀子委員  私は日本共産党を代表し、た

だいま議題となっております、旧常盤小学校跡地
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におけるインターナショナルスクール開設の計画

に関する陳情90件について、不採択の立場で討論

を行います。 

 札幌市が行った地域住民への意見収集とその回

答については、今ほどの質疑にあったとおりで

す。誤解であるものは正確な情報をもって発信

し、協議会などを設置していくとのことでありま

した。 

 昨年11月26日、初審査を行った陳情は継続審査

となっていました。当時、委員会前の新聞では、

インド人の移民が増えるですとか、北海道が侵略

されるなどの誤情報が拡散されており、地域住民

に困惑が広がったという報道でありました。11月

のその審査では、誤ったＳＮＳでの発信などにつ

いても質疑をしたところです。 

 札幌市は共生社会の実現を目指し、札幌市誰も

がつながり合う共生のまちづくり条例を制定して

います。インターナショナルスクール開設計画の

議論は、まさに「つながるさっぽろ条例」が地域

社会で生かされ、機能していく取組になるものと

考えます。価値観や生活様式の多様性が尊重され

る議論を重ねることで、包摂的なまちづくりをし

ていくことができると考えられます。 

 よって、陳情は不採択とすべきということを申

し上げ、討論を終わります。 

●おんむら健太郎委員長  ほかに討論はござい

ませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●おんむら健太郎委員長  なければ討論を終了

いたします。 

 それでは採決を行います。 

 陳情90件を採択すべきものと決定することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （挙手する者なし） 

●おんむら健太郎委員長  賛成者はおりませ

ん。 

 よって、陳情90件は不採択とすべきものと決定

いたしました。 

 以上で、委員会を閉会いたします。 

    ―――――――――――――― 
     閉 会 午後２時５分 

 


